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新  旧  対  照  表 

 

死体解剖資格の認定等について（平成７年４月１日付け健政発0321第57号厚生省健康政策局長通知） 新旧対照表（案） 

改  正  案 現       行 

（別紙） 

 

死体解剖資格認定要領 

 

第一 用語の定義 

本要領における用語の定義は、次のとおりとすること。 

１ 解剖を行った 

単に解剖に立ち会うのみならず、自らが胸腔及び腹腔を開検し、解剖報告書等を作成

することをいい、全身解剖（頭蓋、胸腔及び腹腔を開検する解剖）、局所解剖（頭蓋を

開検せず、腹腔及び胸腔を開検する解剖）であるかは問わない。また、学生実習におけ

る解剖であるか否かは問わない。 

２ 適切な指導者 

解剖学、病理学若しくは法医学の教授若しくは准教授又は死体解剖資格を有する者で解

剖学、病理学若しくは法医学を専門とする者をいう。 

 

第二 認定の基準 

１ 死体解剖保存法（昭和２４年法律第２０４号。以下「法」という。）第２条第１項第

１号の認定（以下「認定」という。）は、次に掲げる要件をみたす者で、遺族の感情に対

する理解や死体に対する尊崇の念を有し、礼意を失することなく死体を取り扱うことがで

きると認められるものについて行うものとする。ただし、死体解剖を行う者として学術

的・倫理的に著しく不適格な者は、分科会の判断で認定を行わないことができる。 

(1) 医師又は歯科医師にあっては、次の全てに該当する者 

ア 国内の医学又は歯学に関する大学（大学の学部を含む。以下同じ。）の解剖学、

病理学若しくは法医学の講座又は年間１０体以上の剖検例を有する医療施設の病理

部門若しくは監察医務機関に所属し、現に当該所属先において解剖に関連する診断、

研究又は教育業務に従事する者 

 

イ 医師又は歯科医師の免許を得て２年を経過した後、初めて解剖に従事した日から

起算して２年以上解剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事し、かつ、直近の

５年以内に適切な指導者の下で２０体以上について主として行おうとする種類（系

統、病理、法医のうち、いずれか１つ）の解剖を行った経験を有する者 

 

（削除） 

    

 

（別紙） 
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第一 認定の基準 

１ 死体解剖保存法（昭和２４年法律第２０４号。以下「法」という。）第２条第１項第

１号の認定（以下「認定」という。）は、次に掲げる要件をみたす者で、遺族の感情に対

する理解や死体に対する尊崇の念を有し、礼意を失することなく死体を取り扱うことがで

きると認められるものについて行うものとする。 

 

(1) 医師又は歯科医師にあっては、次のいずれかに該当する者 

ア 医師又は歯科医師の免許を得た後、医学又は歯学に関する大学（大学の学部を含

む。以下同じ。）の解剖学、病理学又は法医学の教室において、初めて解剖補助業

務に従事した日から起算して２年以上解剖に関連する研究・教育業務に従事し、か

つ、直近の５年以内に適切な指導者の下で５体以上につき解剖補助の業務に従事す

るとともに、１５体以上について自ら主として解剖を行った経験を有する者 

イ 医師又は歯科医師の免許を得た後、年間１０体以上の剖検例を有する病院、研究

室、監察医務機関等において、初めて解剖補助業務に従事した日から起算して２年

以上解剖に関連する研究・教育業務に従事し、かつ、直近の５年以内に適切な指導

者の下で５体以上につき解剖補助の業務に従事するとともに、１５体以上について

自ら主として解剖を行った経験を有する者 

ウ 医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学又は法医学の教授又は助教授の職に

あった後離職した者であって、離職後も継続して解剖に関連する研究・教育業務に

従事するもの 

資料２ 
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（削除） 

 

(2) 医師及び歯科医師以外の者にあっては、次の全てに該当する者 

ア 国内の医学又は歯学に関する大学の解剖学の講座に常勤の助教又は専任講師と

して所属し、現に当該講座において解剖に関連する研究又は教育業務に従事する者 

 

 

 

イ 初めて解剖に従事した日から起算して５年以上解剖に関連する研究又は教育業

務に従事し、かつ、直近の５年以内に適切な指導者の下で５０体以上について系統

解剖を行った経験を有する者 

（削除） 

 

(3) (1)及び (2)に該当しない者であって、医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学

又は法医学の教授又は准教授の職にあった後離職した者であって、離職後も継続して

解剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事する者 

(4) (1)から (3)に該当しない者であって、解剖に関して(1)又は(2)に掲げる者と同等以上

の知識及び技能を有すると認められる者 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

３ 現に医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学若しくは法医学の教授又は准教授の

職にある者については、法第２条第１項の規定により保健所長の許可を受けなくとも死

体の解剖を行うことができるため、認定は行わないものとする。 

 

第三 認定の申請に必要な書類 

１ (略) 

(1) 第一の１の(1)に該当する医師及び歯科医師にあっては次の書類 

ア 解剖調書（直近の５年以内の２０体に係るものとし、別添の書式によること。） 

イ 医師免許証又は歯科医師免許証の写し 

(2) 第一の１の(2)に該当する者にあっては次の書類 

ア 解剖調書（直近の５年以内の５０体に係るものとし、別添の書式によること。） 

イ 在職証明及び在職期間証明 

(3) 第一の１の(3)に該当する者にあっては次の書類（ただし、ウについては、有する場

合に限る。） 

エ アからウまでに該当しない者であって、解剖に関してア又はイに掲げる者と同等

以上の知識及び技能を有すると認められるもの 

(2) 医師及び歯科医師以外の者にあっては、次のいずれかに該当する者 

ア 医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学又は法医学の専任講師の職にある者

又はそれと同等と認められる者であって、初めて解剖補助業務に従事した日から起

算して５年以上解剖に関連する研究・教育業務に従事し、かつ、直近の５年以内に

適切な指導者の下で２５体以上につき解剖補助の業務に従事するとともに、２５体

以上について自ら主として解剖を行った経験を有するもの 

イ 医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学又は法医学の教授又は助教授の職に

あった後離職した者であって、離職後も継続して解剖に関連する研究・教育業務に

従事するもの 

ウ ア又はイに該当しない者であって、解剖に関してアに掲げる者と同等以上の知

識・技能を有すると認められ、かつ、解剖に関する研究・教育業務に従事するもの 

（新設） 

 

 

 

２ １の(2)のアに規定する専任講師の職にある者と同等と認められる者とは、次のいずれ

かに該当する者をいうものとする。 

(1) 医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学又は法医学の講座に常勤している者で

あって、助手として在職しているもの 

(2) (1)に該当しない者であって、直近５年間に、医学又は歯学（解剖学、病理学又は法

医学に限る。）に関し相応の業績を発表した実績を有すると認められるもの 

(3) (1)に該当しない者であって、医学又は歯学に関する博士又は修士の学位（外国にお

いて授与されたこれに相当する学位を含む。）を有するもの 

３ 現に医学又は歯学に関する大学の解剖学、病理学若しくは法医学の教授又は助教授の

職にある者については、法第２条第１項の規定により保健所長の許可を受けなくとも死

体の解剖を行うことができるため、認定は行わないものとする。 

 

第二 認定の申請に必要な書類 

１ (略) 
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ア 在職証明及び在職期間証明 

イ 離職後の業務に関する証明書又は申立書 

ウ 医師免許証又は歯科医師免許証の写し 

(4) 第一の１の(4)に該当する者にあっては、解剖に関して第一の１の（１）又は（２）

に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを示す書類 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

２ (略) 

(1) 第一の１の(1)（ウを除く。）に該当する医師及び歯科医師にあっては次の書類 

ア 解剖調書（直近の５年以内の２０体に係るものとし、別添の書式によること。） 

イ 医師免許証又は歯科医師免許証の写し 

(2) 第一の１の(1)のウに該当する者にあっては次の書類 

ア 在職証明及び在職期間証明 

イ 離職後の業務に関する証明書又は申立書 

ウ 医師免許証又は歯科医師免許証の写し 

(3) 第一の１の(2)のアに該当する者のうち専任講師の職にある者にあっては次の書類  

ア 解剖調書（直近の５年以内の５０体に係るものとし、別添の書式によること。） 

イ 在職証明及び在職期間証明 

(4) 第一の１の(2)のアに該当する者のうち専任講師以外の者にあっては次の書類 

  （ただし、ウ及びエについては、有する場合に限る。） 

ア 解剖調書（直近の５年以内の５０体に係るものとし、別添の書式によること。） 

イ 在職証明及び在職期間証明 

ウ 業績一覧（論文発表及び口演） 

・直近５年間に筆頭著者として発表した論文の印刷又は写し 

・直近５年間に行った口演（座長含む。）のプログラム又は写し 

エ 学位を証明する書類 

(5) 第一の１の(2)のイに該当する者にあっては次の書類  

ア 在職証明及び在職期間証明 

イ 離職後の業務に関する証明書又は申立書 

(6) その他次に掲げる場合にあっては当該書類 

ア 大学に所属する者で、病理以外の科の者が病理解剖についての認定を申請しようとするとき

は、医学部長、歯学部長又は病理学教授等の病理解剖の責任者の承諾書 

イ 医療施設に所属する者で、病理部門以外の者が病理解剖についての認定を申請しようとする

ときは、認定を受ける必要性についての施設長の理由書 

２ (略) 
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旧 

別 添  

解  剖  調  書  

死体番号 解 剖 の 種 類 性 別  年 齢  
主 執 刀 者 名  

副 執 刀 者 名  

指 導 者 の 職 

名 及 び 氏 名 
解剖年月日時 解剖場所 臨床診断 剖検診断 

 全身・局所 系統・病理・法医         

 全身・局所 系統・病理・法医         

 全身・局所 系統・病理・法医         

 全身・局所 系統・病理・法医         

 全身・局所 系統・病理・法医         

 全身・局所 系統・病理・法医         

 全身・局所 系統・病理・法医         

 全身・局所 系統・病理・法医         

 全身・局所 系統・病理・法医         

 全身・局所 系統・病理・法医         

（注意）   

１ 「死体番号」とは剖検記録等に記載されている番号であること。   

２ 「解剖の種類」は該当するものを〇で囲むこと。   

３ 「臨床診断」及び「剖検診断」欄は可能な範囲で記載して差し支えないこと。   

４ 学生実習における解剖の取扱いについては、指導者を主として補助しつつ執刀した者は主執刀者とし、従として補助しつつ執刀した者は副執刀者として差し支えないこと。   

５ 医師及び歯科医師については直近の５年以内の20体に係るものを記入すること。   

６ 医師又は歯科医師以外の者については年次ごとに別葉とし、直近の５年以内の50体に係るものを記入すること。 

 

新 

別 添  

          解  剖  調  書  （系統・病理・法医）  

死体番号 解 剖 の 種 類 性 別  年 齢  
指 導 者 の 職 

名 及 び 氏 名 
解剖年月日時 解剖場所 臨床診断 剖検診断 

 全身・局所        

 全身・局所        

 全身・局所        

 全身・局所        

 全身・局所        

 全身・局所        

 全身・局所        

 全身・局所        

 全身・局所        

 全身・局所        

（注意）   

１ 系統・病理・法医の別については該当するものを○で囲むこと。 

２ 「死体番号」とは剖検記録等に記載されている番号であること。  

３ 本調書に記載される全ての解剖例について、申請者自らが胸腔及び腹腔を開検し、解剖報告書等を作成していることを要する。 

４ 必要に応じて、解剖報告書等の提出を求めることがあるため、申請者において解剖報告書の写しを保管しておくこと。 

５ 「全身解剖」とは頭蓋、胸腔及び腹腔を開検する解剖であること。また、「局所解剖」とは頭蓋を開検せず、胸腔及び腹腔を開検する解剖であること。 

６ 医師及び歯科医師については直近の５年以内の20体に係るものを記入すること。 

７ 医師又は歯科医師以外の者については年次ごとに別葉とし、直近の５年以内の50体に係るものを記入すること。 

 


